
現　行 改正後 備　考

事業部長
モーターボート競走事業
管理者（局長）
局次長

※�部を廃止し、局長・局次長
を新設

管理課
　管理係
　企画係
　周辺・警備係

管理課
　管理係
　財務係
　企画係

※財務係を新設
※�周辺・警備係を業務課へ移
管

業務課
　業務係
　労務係

業務課
　業務係
　周辺・警備係

※�労務係を廃止
※�周辺・警備係を管理課から
移管

◆ボートレース事業局

現　行 改正後 備　考

ＤＸ推進担当主幹
　ＤＸ推進担当主査

※課の新設

◆企画部 現　行 改正後 備　考

土木課
　土木担当主査

土木課
　土木担当主査
　計画保全係

※担当の新設

計画保全課
　計画調整係
　保全計画係

※�課の廃止
※�計画調整係、保全計画係を
廃止し業務を土木課へ移管

◆都市整備部

現　行 改正後 備　考

新病院建設担当主幹
　新病院建設担当主査

新病院建設室
　事業推進係
　建設担当

※担当の名称変更

※建設担当の新設

施設担当 ※担当の新設

◆総合病院事務局

現　行 改正後 備　考

職員課
　人事給与係
　研修厚生係

職員課
　人事研修係
　給与厚生係

※�係の名称変更

◆総務部

赤：廃止　赤：廃止　青：新設青：新設　　緑：名称変更 　緑：名称変更 　下線：所属先変更下線：所属先変更

現　行 改正後 備　考

市民課
　住民記録係
　戸籍係

市民課
　住民記録係
　マイナンバーカード担
　当主査
　戸籍係

※�担当の新設

◆市民部

現　行 改正後 備　考

オリンピック・
パラリンピック担当主幹
　オリンピック・
パラリンピック担当主査

※�担当の廃止

◆経済スポーツ部

　

森
林
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
な
る

た
め
の
入
門
講
座
で
す
。
講
座

修
了
後
、
多
く
の
方
が
森
林
保

全
に
取
り
組
む
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

団
体
に
加
入
し
、
活
動
し
て
い

ま
す
。

　

森
林
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
や
り

が
い
や
林
業
の
お
も
し
ろ
さ
を

体
験
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

日 

時　

５
月
～
令
和
５
年
３
月

の
土
曜
日　

午
前
９
時
～
午

後
３
時
（
10
回
）

※�

日
程
等
の
詳
細
は
後
日
お
知

ら
せ
し
ま
す
。

対 

象　

市
内
在
住
・
在
勤
・
在

学
の
18
歳
以
上
で
、
森
づ
く

り
や
林
業
に
関
心
の
あ
る
方

内 

容　

市
内
の
山
林
で
、
林
業

の
専
門
家
か
ら
、
下
刈
り
、

枝
打
ち
、
間
伐
な
ど
の
森
林

作
業
に
必
要
な
講
義
・
実
技

指
導
を
受
け
、
森
林
整
備
の

基
礎
的
な
知
識
や
技
術
を
習

得
し
ま
す
。

定
員　

先
着
15
人
（
予
約
制
）

そ 

の
他　

本
講
座
は
、
交
流
協

定
を
締
結
し
て
い
る
杉
並
区

と
共
同
で
実
施
し
ま
す
。

申 

し
込
み　

５
月
13
日
ま
で
に

電
話
で
農
林
水
産
課
林
務
水

産
係
へ

※�

土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く

（２）． ．広報おうめ

◆暮らし・住まい・環境…２～５面　◆保険・年金・税金…５～６面　◆健康・福祉…５～８面

◆子育て・教育…８～１０面　◆スポーツ・観光・文化…１０～１２面　◆相談日・健康診査　ほか…１０面

◆なんでも情報局アンテナ…１１面 ◆新型コロナウイルス関連…１２面

暮らし・住まい・環境

４ ４ １

ご

み

袋

の

減

免

ご

み

袋

の

減

免

　市では、市政運営の推進と業務の効率化を図るため、市の事務組織を次のとおり改正します。
※部、課、係等の構成や名称に変更がないものは省略しています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　問い合わせ　企画政策課、各課

　

次
に
該
当
す
る
世
帯
の
方

は
、
廃
棄
物
処
理
手
数
料
が
減

免
さ
れ
、ご
み
袋
を
年
度
１
回
、

一
定
数
無
料
で
交
付
し
ま
す
。

◆
世
帯
全
員
が
65
歳
以
上
で 

市
民
税
非
課
税
世
帯
の
方
へ

交 

付
条
件
…
世
帯
全
員
が
65
歳

以
上
で
、
世
帯
全
員
が
令
和

３
年
度
の
市
民
税
が
非
課
税

の
世
帯

※�

令
和
５
年
３
月
31
日
ま
で
に

65
歳
に
な
る
方
も
対
象
。
誕

生
日
前
で
も
申
請
可

過 

去
に
申
請
し
た
世
帯
…
改
め

て
申
請
す
る
必
要
は
あ
り

ま
せ
ん
。（
過
去
に
申
請
し
、

世
帯
全
員
が
65
歳
以
上
で
な

く
不
承
認
と
な
っ
た
方
は
再

度
申
請
が
必
要
で
す
）
令
和

４
年
度
分
（
４
月
～
５
年
３

月
・
10
組
）
の
ご
み
袋
引
換

券
を
送
付
し
ま
す
。

※�

過
去
に
該
当
し
た
方
で
も
、

今
回
交
付
条
件
を
満
た
し
て

い
な
い
場
合
は
、
該
当
し
ま

せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ

い
。

過
去
に
１
度
も
申
請
し
て
い
な

い 

世
帯
…
申
請
が
必
要
で
す
。

清
掃
リ
サ
イ
ク
ル
課
ま
た

は
各
市
民
セ
ン
タ
ー
へ
お

越
し
く
だ
さ
い
。

※�

令
和
３
年
１
月
２
日
以
降
に

市
内
に
転
入
し
た
方
は
、
申

請
時
、
現
世
帯
全
員
の
３
年

度
の
住
民
税
非
課
税
証
明
書

（
写
し
も
可
、
３
年
１
月
１

日
現
在
の
住
所
地
で
取
得
し

て
く
だ
さ
い
）が
必
要
で
す
。

◆
障
害
者
世
帯
で
、
①
～
③
に 

該

当

す

る

方

が

い

る 

市
民
税
非
課
税
世
帯
の
方
へ

①�

１
級
ま
た
は
２
級
の
身
体
障

害
者
手
帳
の
交
付
を
受
け
て

い
る
方

②�

１
度
ま
た
は
２
度
の
愛
の
手

帳
ま
た
は
同
程
度
の
療
育
手

帳
の
交
付
を
受
け
て
い
る
方

③�

１
級
の
精
神
障
害
者
保
健
福

祉
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い

る
方

平
成
30
年
４
月
１
日
以
降
に
申

請 

し
た
方
…
改
め
て
申
請
す
る

必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
令
和

４
年
度
分
（
４
月
～
５
年
３

月
・
10
組
）
の
ご
み
袋
ま
た

は
ご
み
袋
引
換
券
を
送
付

し
ま
す
。

※�

過
去
に
該
当
し
た
方
で
も
、

今
回
交
付
条
件
を
満
た
し
て

い
な
い
場
合
は
、
該
当
し
ま

せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ

い
。

平
成
30
年
４
月
１
日
以
降
に
申

請
し
て
い
な
い
方
・
初
め
て
申

請 

す
る
方
…
各
種
手
帳
を
お
持

ち
の
う
え
、
清
掃
リ
サ
イ
ク
ル

課
へ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

※�

令
和
３
年
１
月
２
日
以
降
に

市
内
に
転
入
し
た
方
は
、
申

請
時
、
各
種
手
帳
の
ほ
か
に

現
世
帯
全
員
の
３
年
度
の
住

民
税
非
課
税
証
明
書
（
写
し

も
可
、
３
年
１
月
１
日
現
在

の
住
所
地
で
取
得
し
て
く
だ

さ
い
）
が
必
要
で
す
。

 

◆
生
活
保
護
、児
童
扶
養
手
当
、 

特

別

児

童

扶

養

手

当 

受

給

世

帯

の

方

へ

　

令
和
４
年
度
分
（
４
月
～
５

年
３
月
・
17
組
）
の
ご
み
袋
引

換
券
を
お
渡
し
し
ま
す
。

　

各
種
受
給
証
明
書
を
お
持
ち

の
う
え
、
清
掃
リ
サ
イ
ク
ル
課

へ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

◆　

い　

ず　

れ　

も

　

ご
み
袋
無
料
交
付
の
重
複
受

給
は
で
き
ま
せ
ん
。
ま
た
、
４

月
は
、
窓
口
が
混
雑
し
ま
す
の

で
時
間
に
余
裕
を
も
っ
て
お
越

し
く
だ
さ
い
。

受 

付
場
所
・
問
い
合
わ
せ　

清

掃
リ
サ
イ
ク
ル
課
清
掃
係

（
市
役
所
５
階
）

青
梅
市
リ
サ
イ
ク
ル
推
進
協
力
店
募
集

青
梅
市
リ
サ
イ
ク
ル
推
進
協
力
店
募
集

　

青
梅
市
リ
サ
イ
ク
ル
推
進
協

力
店
と
は
、
市
民
や
小
売
店
舗

の
事
業
主
の
皆
さ
ん
、
行
政
が

一
体
と
な
っ
て
、
ご
み
の
減
量

と
リ
サ
イ
ク
ル
活
動
を
推
進
す

る
事
業
所
で
す
。

　

協
力
店
に
は
、
店
舗
掲
示
用

の
ス
テ
ッ
カ
ー
を
お
渡
し
す
る

ほ
か
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
を

通
じ
て
Ｐ
Ｒ
を
し
ま
す
。

登 

録
資
格　

市
内
に
あ
る
小
売

店
舗
で
、
次
の
ご
み
減
量
・

リ
サ
イ
ク
ル
推
進
事
項
の
う

ち
、
２
項
目
以
上
を
実
施
す

る
店
舗

①
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
の
回
収

②�

発
泡
ス
チ
ロ
ー
ル
ト
レ
イ
の

回
収

③
牛
乳
パ
ッ
ク
の
回
収

④
び
ん
の
回
収

⑤
か
ん
の
回
収

⑥
買
い
物
袋
の
持
参
奨
励

⑦
簡
易
包
装
の
推
進

⑧�

使
い
捨
て
容
器
の
使
用
自
粛

⑨�

エ
コ
マ
ー
ク
・
グ
リ
ー
ン

マ
ー
ク
商
品
の
販
売
促
進

⑩�

生
ご
み
処
理
機
器
等
の
販
売

⑪�

広
告
・
チ
ラ
シ
の
再
生
紙
の

使
用

⑫�

中
古
品
の
下
取
り
・
引
き
取

り
⑬�

事
業
ご
み
の
リ
サ
イ
ク
ル
の

推
進

⑭�

そ
の
他
、
市
長
が
認
め
る
ご

み
減
量
・
リ
サ
イ
ク
ル
に
関

す
る
事
業

登 

録
方
法　

清
掃
リ
サ
イ
ク
ル

課
（
市
役
所
５
階
）
で
配
布

す
る
「
青
梅
市
リ
サ
イ
ク
ル

推
進
協
力
店
申
込
書
」（
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
可
・
記
事
ID
…
67
）

に
必
要
事
項
を
記
入
し
て
提

出
※
登
録
は
随
時
受
け
付
け
て
い

　

ま
す
。

問 

い
合
わ
せ　

清
掃
リ
サ
イ
ク

ル
課
ご
み
減
量
推
進
係

資
源
再
利
用
実
施
団
体
奨
励
報
償
金
の
交
付

　

令
和
３
年
度
中
に
実
施
し

た
資
源
回
収
の
請
求
書
の
最

終
提
出
期
限
は
、
４
月
15
日

（
金
）
で
す
。

　

３
年
度
中
に
実
施
し
た
資

源
回
収
の
請
求
書
を
提
出
し

て
い
な
い
団
体
は
、
早
め
に

清
掃
リ
サ
イ
ク
ル
課
へ
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。

　

最
終
提
出
期
限
以
降
に
請

求
書
を
提
出
し
た
場
合
、
お

支
払
い
で
き
な
い
可
能
性
が

あ
り
ま
す
の
で
、
ご
注
意
く

だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ　

清
掃
リ
サ
イ

ク
ル
課
ご
み
減
量
推
進
係

森
林
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
育
成
講
座
受
講
生
募
集

※令和４年４月以降に教育部内に教育法務担当主幹を配置予定。

４月１日から市の事務組織が一部変わります


